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第３１回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 

 

日 時  

令和５年２月２１日（火）午後２時から 

場 所  

宇都宮市役所７階 宇都宮市農業委員会室 

出席委員  

田代委員，金田（典）委員，櫻井委員，佐藤委員，篠崎委員（会長），天谷委員，吉澤委

員，関根委員，本多委員，塩田委員，相澤委員，平出委員，恩田委員，岩上委員， 

駒場委員（会長職務代理），金田（裕）委員，鎌倉委員，竹原委員，手塚委員，村田委員（会

長職務代理），入江委員，福田委員（議席番号順） 

欠席委員  

 刈部委員 

会議経過 

１ 開 会 

出席委員２２名で法定定数に達しているので，開会を宣する。 

２ 会長あいさつ 

    

３ 議長選任 

宇都宮市農業委員会会議規則第４条に，会長は総会の議長となり議事を整理すると規

定されているため，議長を会長とする。 

４ 議事録署名委員の選任 

議事録署名委員の選任は，議長指名となり，議席番号２０番の竹原委員，２１番の手塚

委員の両名を指名する｡ 

５ 議案の取下げ及び訂正並びに追加について 

  議案の取下げ：なし 

訂正並びに追加：なし 

６ 議 事 

会 長  それでは，本日の議事に入りたいと思います。議案書１ページをお開きくださ 

い。日程第１「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」，議案第１

号から７号までの７議案について，一括上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  議案第１号から７号までの７議案のうち，議案第３号及び４号については，農 

地所有適格法人以外の法人に対する許可のため，条件を付して許可すべきもの

と調査しております。 

議案第３号及び議案第４号は賃借人が同一であるため，一括してご説明いた 

します。清原地区の申請です。賃貸人は，賃借人の営農に協力するため，賃借人
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は，法人として営農を開始するため，申請地に２０年間の賃借権を設定する旨の申

請です。賃借人は，平成２８年１１月２８日に設立された法人で，農作物の生産, 

加工を主な目的としております。賃借人の経営規模は，今回の申請により５，８４

８平方メートルになることから，許可要件を満たしております。申請地には，シャ

インマスカットを作付する予定です。農機具の調達状況は，スピードスプレーヤー

１台，軽トラック１台のリースを予定しており，営農に支障はありません。また，

賃借人の所在地は東京都となっておりますが，既に２名の社員が宇都宮に居住し

ており，通作についても支障はありません。なお，申請地は，いずれも耕作可能な

農地であることを確認しておりますが，農地所有適格法人以外の法人に対する許

可のため，農地法第３条第３項に基づき，次の３つの解除条件を付して許可すべき

ものと調査しております。 

１ 権利を取得する者が権利取得後に農地等を適正に利用していないと認めら 

れる場合に賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約に付されているこ

と 

２ 地域農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的 

に農業経営を行うと見込まれること 

３ 権利を取得しようとする者が法人である場合，その業務を執行する役員又 

は使用人のうち，一人以上の者がその法人の行う耕作等に常時従事すると認

められること 

以上３つの条件です。 

会 長  議案第３号及び４号について，質疑願います。 

  （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第３号及び４号について，「農地所有 

適格法人以外の法人に対する許可のため，農地法第３条第３項に基づき，解除条

件を付して許可する」ことに，ご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。議案第３号及び４号を除く，議案 

第１号から７号までの５議案について，事務局の説明を願います。 

事務局  議案第１号についてご説明いたします。平石地区の申請です。譲渡人は，経営 

規模縮小のため，譲受人は，隣接地と併せて耕作するため，申請地を売買により

取得する旨の申請です。譲受人の経営規模は，１４，８５６平方メートルであり，

許可要件を満たしております。申請地には，水稲を作付する計画です。農機具の

調達状況は，トラクター１台，田植機１台，軽トラック１台を所有，コンバイン

１台をリースしており，営農に支障はありません。また，申請地は，耕作可能な

農地であることを確認しており，農地法第３条の許可要件を満たしていると調

査しております。 



3 

 

議案第２号についてご説明いたします。平石地区の申請です。譲渡人は，譲受

人の営農に協力するため，譲受人は，ＬＲＴ事業により，経営面積が減少してし

まうため，申請地を売買により取得する旨の申請です。譲受人の経営規模は，４

７，３６３平方メートルであり，許可要件を満たしております。申請地には，水

稲を作付する計画です。農機具の調達状況は，トラクター１台，田植機１台，コ

ンバイン１台を所有しており，営農に支障はありません。また，申請地は，耕作

可能な農地であることを確認しており，農地法第３条の許可要件を満たしてい

ると調査しております。 

議案第５号についてご説明いたします。瑞穂野地区の申請です。譲渡人は，経

営規模縮小のため，譲受人は，隣接地と併せて耕作するため，申請地を売買によ

り取得する旨の申請です。譲受人の経営規模は，２７，５１４平方メートルであ

り，許可要件を満たしております。申請地には，野菜を作付する計画です。農機

具の調達状況は，トラクター２台，トラック２台を所有しており，営農に支障は

ありません。また，申請地は，耕作可能な農地であることを確認しており，農地

法第３条の許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第６号及び議案第７号については譲受人が同一であるため，併せてご説

明いたします。いずれも雀宮地区の申請です。譲渡人は，相続したが耕作できな

いため，譲受人は，親族の耕作地を譲り受け耕作するため，申請地を贈与により

取得する旨の申請です。贈与税の支払い意思については確認しております。譲受

人の経営規模は，今回の申請地を併せると８，８４３平方メートルであり，許可

要件を満たしております。申請地の田には水稲，畑には野菜を作付する計画です。

農機具の調達状況は，トラクター１台，軽トラック１台を所有，コンバイン１台，

田植機１台をリースしており，営農に支障はありません。また，申請地は，すべ

て耕作可能な農地であることを確認しており，農地法第３条の許可要件を満た

していると調査しております。 

会 長  議案第３号及び４号を除く，議案第１号から７号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第３号及び４号を除く，議案第１号か 

ら７号について，「申請のとおり許可する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。２ページをお開きください。「農 

地法第３条第１項の規定による許可申請について」，議案第８号から１２号まで

の５議案について，一括上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  議案第８号についてご説明いたします。城山地区の申請です。譲渡人は，相続 

したが耕作できないため，譲受人は，近隣の農地と併せて耕作するため，申請地

を売買により取得する旨の申請です。譲受人の経営規模は，１５，５３１平方メ
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ートルであり，許可要件を満たしております。申請地には，かんしょを作付する

計画です。農機具の調達状況は，トラクター６台を所有しており，営農に支障は

ありません。また，申請地は，いずれも耕作可能な農地であることを確認してお

り，農地法第３条の許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第９号についてご説明いたします。篠井地区の申請です。譲渡人は，子の

就農に協力するため，譲受人は，新規就農として営農を確立するため，現在，親

から使用貸借で借りている農地を解約して，贈与により取得する旨の申請です。

贈与税の支払い意思については確認しております。譲受人の経営規模は，３，７

４９平方メートルでありますが，農地法施行令第２条第３項第１号，「耕作の事

業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められる場合

は，５０アールの下限要件を満たさない場合であっても不許可の例外に該当す

るもの」であり，申請地には，菌床椎茸，ミニトマト，野菜を作付する予定であ

ることから，許可要件を満たしております。農機具の調達状況は，トラクター１

台をリースしており，営農に支障はありません。また，申請地は，耕作可能な農

地であることを確認しており，農地法第３条の許可要件を満たしていると調査

しております。 

議案第１０号についてご説明いたします。篠井地区の申請です。譲渡人は，譲

受人の営農に協力するため，譲受人は現在息子と共に営農しておりますが，営農

継続に必要な既存のポンプ小屋を利用するため，申請地を売買により取得する

旨の申請です。借受人の経営規模は，１２，３３６平方メートルであり，許可要

件を満たしております。申請地は，自己所有の水田に隣接した土地であり，ポン

プ小屋のある申請地を取得し，下流の水田に供給する計画となっております。農

機具の調達状況は，トラクター１台，田植機１台，コンバイン１台をリースして

おり，営農に支障はありません。また，申請地は，利用可能な農地であることを

確認しており，農地法第３条の許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第１１号についてご説明いたします。河内地区の申請です。譲渡人は，相

続したが耕作できないため，譲受人は，近隣の農地と併せて耕作するため，申請

地を売買により取得する旨の申請です。譲受人の経営規模は，１９,９７３平方

メートルであり，許可要件を満たしております。申請地には，水稲を作付する予

定です。農機具の調達状況は，トラクター１台，田植機１台，コンバイン１台を

所有しており，営農に支障はありません。また，申請地は，耕作可能な農地であ

ることを確認しており，農地法第３条の許可要件を満たしていると調査してお

ります。 

議案第１２号についてご説明いたします。河内地区の申請です。譲渡人は，相

続したが耕作できないため，譲受人は，隣接地と併せて耕作するため，申請地を

売買により取得する旨の申請です。譲受人の経営規模は，３２，７４１平方メー
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トルであり，許可要件を満たしております。申請地には，白菜を作付する予定で

す。農機具の調達状況は，トラクター３台を所有しており，営農に支障はありま

せん。また，申請地は，いずれも耕作可能な農地であることを確認しており，農

地法第３条の許可要件を満たしていると調査しております。 

会 長  議案第８号から１２号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第８号から１２号について，「申請の 

とおり許可する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。３ページをお開きください。日程 

第２「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」，議案第１３号を上

程します。事務局の説明を願います。 

事務局  議案１３号についてご説明いたします。清原地区の申請です。申請人は，耕作 

の利便性を向上させるため，農業用倉庫等を設置する旨の申請です。土地利用計

画については，申請地は砂利敷きとし，農機具や肥料を入れるための農業用倉庫

１棟，アスパラハウスに水を供給するためのポンプ小屋１棟を設置する計画で，

雨水は敷地内に自然浸透させるものでありますが，既に計画どおり利用されて

おり，是正を含めた追認申請となっております。したがって，現況のまま土地利

用をするため，新たな費用は発生しません。 申請地は農振農用地でありますが，

令和５年１月５日付で用途区分の変更がなされ，農地法第４条第６項ただし書

に規定する「農用地区域内農地を農振法第８条第４項に規定する農用地利用計

画において指定された用途に供する場合」に該当し，立地基準では許可に支障は

なく，申請事由についても問題ないことから，農地法第４条の許可要件を満たし

ていると調査しております。 

会 長  議案第１３号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第１３号について，「申請のとおり許 

可する」ことに，ご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。４ページをお開きください。日程 

第３「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」，議案第１４号から

１９号までの６議案について，一括上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  議案第１４号についてご説明いたします。平石地区の申請です。借受人は，喫 

茶店を営むため，申請地に３０年間の賃借権を設定し，店舗を建築する旨の申請

です。借受人は，昭和５１年９月５日に設立された法人で，カフェ，レストラン

等の飲食店及びキャンピング事業の運営，管理を主な目的としており，本申請は，
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都市計画法第３４条１号の「喫茶店」に該当します。土地利用計画については，

敷地内は砂利敷きとし，店舗１棟と１０台分の駐車場を整備するもので，給排水

計画については，市の上下水道に接続し，雨水は敷地内に自然浸透させる計画と

なっております。資金計画については，建物建築費等を全額融資により賄う計画

で，金融機関の融資見込証明書が添付されております。申請地は平石地区市民セ

ンターから約５００メートルの区域に位置することから，第２種農地と判断し

ており，立地基準では許可に支障はなく，申請事由についても問題なく，転用の

実行も支障がないことから，農地法第５条の許可要件を満たしていると調査し

ております。 

議案第１５号についてご説明いたします。平石地区の申請です。借受人は，親

と同居しているが独立するため，申請地に期間の定めのない使用貸借権を設定

し，自己用住宅を建築する旨の申請です。借受人は，貸付人の子であり，都市計

画法第３４条第１４号の「自己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅」に該

当します。給排水計画については，給水は市の上水道に接続，排水は合併処理浄

化槽により敷地内処理とし，雨水は自然浸透する計画となっております。資金計

画については，建物建築費等を全額融資により賄う計画で，金融機関の融資見込

証明書が添付されております。申請地は，令和４年１２月２３日付けで農振除外

となり，除外後は，土地改良法による換地処分を受けた土地であることから，第

１種農地と判断しており，原則として許可できないものとされておりますが，第

１種農地の不許可の例外規定である，農地法施行規則第３３条第４号，「住宅そ

の他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上

必要な施設で，集落に接続して設置されるもの」に該当することから，立地基準

では許可に支障はなく，申請事由についても問題なく，転用の実行も支障がない

ことから，農地法第５条の許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第１６号についてご説明いたします。清原地区の申請です。借受人は，持

家がないため，申請地に２０年間の使用貸借権を設定し，自己用住宅を建築する

旨の申請です。借受人は，貸付人の子であり，都市計画法第３４条第１４号の「自

己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅」に該当します。給排水計画につい

ては，市の上下水道に接続するもので，雨水は敷地内に自然浸透させる計画とな

っております。資金計画については，建物建築費等を全額融資により賄う計画で，

金融機関の融資見込証明書が添付されております。申請地は，令和４年１２月２

３日付けで農振除外となり，除外後は，土地改良法による換地処分を受けた土地

であることから，第１種農地と判断しており，原則として許可できないものとさ

れておりますが，第１種農地の不許可の例外規定である，農地法施行規則第３３

条第４号，「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常

生活上又は業務上必要な施設で，集落に接続して設置されるもの」に該当するこ
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とから，立地基準では許可に支障はなく，申請事由についても問題なく，転用の

実行も支障がないことから，農地法第５条の許可要件を満たしていると調査し

ております。 

議案第１７号及び議案第１８号については，関連する事業であるため併せて

ご説明いたします。瑞穂野地区の申請です。譲受人は，現在使用しているバスの

駐車場の返却に伴い，議案第１７号の申請地を売買により取得し，駐車場として

利用するとともに，議案第１８号の申請地に１０年間の賃借権を設定し，議案第

１７号における駐車場への進入路として利用する旨の申請です。譲受人は，平成

１３年１月１９日に設立された法人で，旅客自動車運送業務等を目的としてお

ります。土地利用計画については，議案第１７号の申請地を砂利敷きとし，大型

バス１５台分の駐車場を整備する計画となっておりますが，進入路がないため，

隣接する議案第１８号の申請地にも砂利敷を敷いて一体的に利用するものです。

雨水は敷地内に自然浸透させ，周囲はコンクリート擁壁及びメッシュフェンス

で囲む計画となっております。資金計画については，事業費等を全額融資により

賄う計画で，金融機関の融資見込証明書が添付されております。申請地はいずれ

も農地の集団的な規模が，２．８ヘクタールの区域に位置することから第２種農

地と判断しており，立地基準では許可に支障はなく，申請事由についても問題な

く，転用の実行も支障がないことから，農地法第５条の許可要件を満たしている

と調査しております。 

議案第１９号についてご説明いたします。瑞穂野地区の申請です。譲受人は，

職員の増員及び来場者の増加に伴い，現在の職員駐車場を来場者用にするため，

申請地を売買により取得し，近隣に職員駐車場を整備する旨の申請です。譲受人

は，平成１０年３月２日に設立された法人で，組合員の農業経営や生活の向上等

を目的としております。土地利用計画については，５０台分の職員用駐車場を整

備する計画で，敷地内は砂利敷きとし，雨水は敷地内に自然浸透させるもので，

西側及び南側はブロックで囲む計画となっております。資金計画については，全

額自己資金で賄う計画で，金融機関の残高証明書が添付されております。申請地

は，農地の集団的な規模が，１．５ヘクタールの区域に位置することから第２種

農地と判断しており，立地基準では許可に支障はなく，申請事由についても問題

なく，転用の実行も支障がないことから，農地法第５条の許可要件を満たしてい

ると調査しております。 

会 長  議案第１４号から１９号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第１４号から１９号について，「申請 

のとおり許可する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 
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会 長  ご異議がないので，そのように決定します。５ページをお開きください。「農 

地法第５条第１項の規定による許可申請について」，議案第２０号から２５号ま

での６議案について，一括上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  議案第２０号についてご説明いたします。姿川地区の申請です。借受人は，親 

と同居しているが独立するため，申請地に３０年間の使用貸借権を設定し，自己

用住宅を建築する旨の申請です。借受人は，貸付人の子であり，都市計画法第３

４条１４号の「市街化調整区域内に長期居住する者のための自己用住宅」に該当

します。給排水計画については，市の上下水道に接続するもので，雨水は敷地内

に自然浸透させる計画となっております。資金計画については，建物建築費等を

全額融資により賄う計画で，金融機関の融資見込証明書が添付されております。

申請地は水道，下水管，ガス管のうち２種類以上が埋設されている道路の沿道の

区域で５００ｍ以内に２つ以上の教育施設，公共施設がある農地であることか

ら第３種農地と判断しており，立地基準では許可に支障はなく，申請事由につい

ても問題なく，転用の実行も支障がないことから，農地法第５条の許可要件を満

たしていると調査しております。 

議案第２１号についてご説明いたします。城山地区の申請です。借受人が，地

方選挙に立候補するため，申請地に２か月間の賃借権を設定し，選挙事務所とし

て一時転用する旨の申請です。土地利用計画については，特に整地等は行わず，

仮設事務所及び仮設トイレを設置し，残りは１０台分の駐車場等に利用する計

画となっております。雨水は敷地内に自然浸透させる計画です。資金計画につい

ては，建物建築費等を全額自己資金により賄う計画で，金融機関の残高証明書が

添付されております。申請地は農振農用地で，原則として許可できないものとさ

れておりますが，一時転用で農地に復元されることから，立地基準では許可に支

障はなく，申請事由についても問題なく，転用の実行も支障がないことから，農

地法第５条の許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第２２号についてご説明いたします。国本地区の申請です。借受人は，現

在の学習塾の教室が手狭になったため，その隣接地に新たに学習塾を建築する

旨の申請であり，都市計画法第３４条第１号の「学習塾」に該当します。給排水

計画については，給水は市の上水道に接続，排水は合併処理浄化槽により敷地内

処理とし，雨水は敷地内に自然浸透させる計画です。資金計画については，建物

建築費等を全額融資で賄う計画となっており，金融機関の融資見込証明書が添

付されております。申請地は国本地区市民センターから約２８０メートルの区

域に位置することから第３種農地と判断しており，立地基準では許可に支障は

なく，申請事由についても問題なく，転用の実行も支障がないことから，農地法

第５条の許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第２３号についてご説明いたします。豊郷地区の申請です。譲受人は，申
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請地を売買により取得し，現在建設中の社会福祉施設の隣接に，特別養護老人ホ

ームを建築する旨の申請であり，都市計画法第３４条１号の「公益上必要な建築

物として社会福祉施設」に該当します。譲受人は，平成２０年９月１日に設立さ

れた法人で，特別養護老人ホームの経営等を主な目的としております。土地利用

計画については，敷地内はアスファルト及び砂利敷きとし，３階建ての建物１棟

と６台分の駐車場を整備する計画で，給排水計画については，市の上下水道に接

続し，雨水はアスファルト敷きの部分については浸透槽を設置し敷地内で処理

し，砂利敷き部分については自然浸透させる計画となっております。また，東側

の水路及び道路を利用するため，市道路管理課に法定外公共物占用許可申請書

及び道路使用届出を提出済です。資金計画については，建築費等を市の補助金，

融資及び自己資金により賄う計画で，市の補助金内示通知書，金融機関の融資見

込証明書及び残高証明書が添付されております。申請地は，農地の集団的な規模

が，７．１ヘクタールの区域に位置することから，第２種農地と判断しており，

立地基準では許可に支障はなく，申請事由についても問題なく，転用の実行も支

障がないことから，農地法第５条許可要件を満たしていると調査しております。 

議案第２４号についてご説明いたします。豊郷地区の申請です。借受人は，法

人の設立に伴い，耕作の利便性を向上させるため，申請地に１０年間の賃借権を

設定し，農業用資材置場を整備する旨の申請です。借受人は，令和５年１月５日

に設立された法人で，組合員の農業に係る共同利用施設の設置等を主な目的と

しております。土地利用計画については，敷地内は砂利敷きとし，農業用倉庫１

棟，農業用資材置場１棟を整備する計画です。給排水計画については，給排水設

備は設けず，雨水は敷地内に自然浸透させる計画です。資金計画については，事

業費の全てを自己資金により賄う計画で，金融機関の残高証明書が添付されて

おります。申請地は，農地の集団的な規模が，５．２ヘクタールの区域に位置す

ることから，第２種農地と判断しており，立地基準では許可に支障はなく，申請

事由についても問題なく，転用の実行も支障がないことから，農地法第５条許可

要件を満たしていると調査しております。 

議案第２５号についてご説明いたします。上河内地区の申請です。譲受人は，

売電するため，申請地を売買により取得し，太陽光発電施設を設置する旨の申請

です。譲受人は，令和３年９月２２日に設立した法人で，再生可能エネルギー発

電事業を主な目的としております。本件は，非 FIT 法による売電を行うもので，

譲受人と小売電気事業者との間で，非 FIT 太陽光発電所で発電された電気の売

買契約を締結しております。今回の申請地における太陽光発電の概要ですが，太

陽光モジュール１２８枚を設置し，年間発電量７４,４３８キロワットアワーを

予定しており，売電単価税抜き１１円で計算しますと，年間の売電収入は８２万

円程度となる見込みです。一方，経費についてですが，管理費用は９万円とする
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と，営業利益，経常利益とも７３万円程度の利益を確保できる見通しです。なお，

２０年間のトータルでは，売電収入が１，６４４万円，管理費については３６７

万円，営業利益，経常利益とも１，２７６万円程度が確保される見通しとなって

おります。土地利用計画については，周囲をフェンスで囲み，整地等を行い，複

数回の草刈を行うこととしており，雨水は敷地内に自然浸透させる計画です。資

金計画については，事業費の全てを自己資金により賄う計画で，金融機関の残高

証明書が添付されております。申請地は農地の集団的な規模が，約２．７ヘクタ

ールの区域に位置することから第２種農地と判断しており，立地基準では許可

に支障はなく，申請事由についても問題なく，転用の実行も支障がないことから，

農地法第５条の許可要件を満たしていると調査しております。 

会 長  議案第２０号から２５号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第２０号から２５号について，「申請 

のとおり許可する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。６ページをお開きください。日程 

第４「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について」，議案第

２６号を上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  議案第２６号は，平石地区の申請です。設定人は，介護医療院の建築に伴い， 

申請地に１３か月間の賃借権を設定し，資材置場として一時転用する旨の許可

申請を行い，令和４年２月２５日付けで許可しておりますが，材料調達の遅延及

び人員不足により，当初計画通りの施工が困難となったため，期間を２か月間延

長したい旨の申請です。申請地に隣接した介護医療院は，現在も建設中であり，

許可申請に記載した工事期間内に完了する見込みもなく，事業計画変更承認基

準すべてに該当すると思われることから，変更を認めることについてやむを得

ないものと調査しております。 

会 長  議案第２６号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第２６号について，「変更を承認する」 

ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。７ページをお開きください。日程 

第５「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」，議案第２７号を上程し

ます。事務局の説明を願います。 

事務局  議案第２７号は，旧市地区の願出です。簗瀬４丁目に住む相続人が，簗瀬４丁 

目の農地３筆，計２，０５１平方メートルについて相続税の納税猶予に関する 



11 

 

適格者である証明を受けたい旨の願出です。相続税の納税猶予に関する適格者

である要件として，死亡した者が農業を営んでいたかどうか。その相続人が引き

続き農業経営を行うと認められるかどうか，猶予を受けようとする農地が死亡

した者によって耕作されていたかどうか，という３つの要件について，提出書類，

農家台帳，小作台帳，現地調査等で確認したところ，全ての要件を満たしており，

適格者として証明することに問題ないものと調査しております。 

会 長  議案第２７号について，質疑願います。 

（意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第２７号について，「適格者と認める」 

ことに，ご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。８ページをご覧ください。日程第 

６「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（利用権設定）の決定について」，議案第２８号から９ページ３９号までの１２

議案について，一括上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

（利用権設定）の決定」について，ご説明いたします。相対による契約です。 

議案第２８号から議案第３０号は，清原地区の計画です。畑の貸し借りです。

議案第３１号は，横川地区の計画です。田の貸し借りです。 

議案第３２号は，国本地区の計画です。田の貸し借りです。 

議案第３３号は，篠井地区の計画です。田の貸し借りです。 

議案第３４号から議案第３７号は，上河内地区の計画です。田の貸し借りが３ 

件，畑の貸し借りが１件です。９ページをお開きください。 

議案第３８号及び議案第３９号は，河内地区の計画です。田の貸し借りです。

これらの計画は所有者，借受者，土地の地番，面積，台帳等と照合しましたとこ

ろ，いずれも適正な計画であると調査しております。 

会 長  議案第２８号から３９号について，質疑願います。 

     （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第２８号から３９号について，「計画 

のとおり決定する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。１０ページをご覧ください。日程 

第７「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画（農地中間管理事業）の決定について，議案第４０号から１７ページ１５２号

までの１１３議案について，一括上程します。事務局の説明を願います。 

事務局  「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 
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（農地中間管理事業）の決定」について，ご説明いたします。 

議案第４０号から議案第１４８号は，集積計画一括方式による契約です。 

議案第４０号から議案第５３号は，平石地区の計画です。なお，議案第５０号 

は瑞穂野地区の計画３筆を含みます。田の貸し借りです。 

議案第５４号から１１ページ議案第６７号は，清原地区の計画です。田の貸し

借りが１３件，畑の貸し借りが１件です。１２ページをご覧ください。 

議案第６８号から議案第８２号は，瑞穂野地区の計画です。田の貸し借りです。 

議案第８３号から議案第８８号は，横川地区の計画です。田の貸し借りです。 

議案第８９号から１３ページ議案第９５号は，雀宮地区の計画です。田の貸し 

借りです。 

議案第９６号から議案第１００号は，姿川地区の計画です。田の貸し借りです。 

議案第１０１号から議案第１０８号は，城山地区の計画です。田の貸し借りが 

７件，田と畑の貸し借りが１件です。 

議案第１０９号から１４ページ議案第１１１号は，国本地区の計画です。田の

貸し借りです。 

議案第１１２号及び議案第１１３号は，篠井地区の計画です。田の貸し借りで 

す。 

議案第１１４号から議案第１１６号は，富屋地区の計画です。なお，議案第１ 

１４号は，国本地区の計画４筆を含みます。田の貸し借りです。 

議案第１１７号から１５ページ議案第１２３号は，豊郷地区の計画です。田の

貸し借りです。 

議案第１２４号から議案第１３１号は，上河内地区の計画です。田の貸し借り

です。 

議案第１３２号から１７ページ議案第１４８号は河内地区の計画です。田の

貸し借りです。 

議案第１４９号から議案第１５２号は，配分計画方式による契約です。これら

の議案は，日程第８と関連しておりまして，いずれも，耕作者が，農地所有適格

法人以外の法人となるものです。 

議案第１４９号から議案第１５２号は，城山地区の計画です。田の貸し借りで

す。これらの計画は所有者，借受者，土地の地番，面積，台帳等と照合しました

ところ，適正な計画であると調査しております。 

会 長  議案第４０号から１５２号について，質疑願います。 

     （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。 議案第４０号から１５２号について，「計 

画のとおり決定する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 
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会 長  ご異議がないので，そのように決定します。１８ページをご覧ください。日程 

第８「農用地利用配分計画（案）に対する意見について」議案第１５３号から２

１ページ２０４号までの５２議案について，一括上程します。なお，議事参与の

制限により，審議が終了するまで退出していただく案件がいくつかありますの

で，該当する議案を先に審議いたします。まず，議案第１６２号は，１９番委員

が借受者となっておりますので，１９番委員の退出を願います。 

（１９番委員退出） 

会 長  それでは，議案第１６２号について，事務局の説明を願います。 

事務局  「農用地利用配分計画（案）に対する意見」についてご説明させていただき 

ます。これらは，農地中間管理事業により，公益財団法人栃木県農業振興公社（以

下，「県公社」と言います。）から農地を借り受けて耕作する耕作者の変更等を行

うものです。 

議案第１６２号をご説明いたします。議案第１６２号の耕作者は，議席番号１

９番委員でして，雀宮地区の計画です。現在の耕作者が，体調不良により農業を

営むことができなくなったため，耕作者を１９番委員に変更するものです。この

計画は，所有者，耕作者，土地の地番，面積台帳等と照合しましたところ，適正

な計画であると調査しております。 

会 長  議案第１６２号について，質疑願います。 

     （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第１６２号について，「計画を承認 

する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。議案第１６２号が終了しましたの 

で，１９番委員に入室，着席していただきます。 

（１９番委員入室） 

会 長  次に，２０ページ議案第１９３号，１９４号は，１５番委員が借受者となって 

おりますので，１５番委員の退出を願います。 

（１５番委員退出） 

会 長  それでは，議案第１９３号，１９４号について，事務局の説明を願います。 

事務局  議案第１９３号及び議案第１９４号をご説明いたします。議案第１９３号及 

び議案第１９４号の耕作者は，議席番号１５番委員でして，上河内地区の計画で

す。 

議案第１９３号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができな

くなったため，耕作者を１５番委員に変更するものです。 

議案第１９４号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができな

くなったため，耕作者を１５番委員に変更するものです。これらの計画は，所有
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者，耕作者，土地の地番，面積台帳等と照合しましたところ，適正な計画である

と調査しております。 

会 長  議案第１９３号，１９４号について，質疑願います。 

     （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。 議案第１９３号，１９４号について，「計 

画を承認する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。議案第１９３号，１９４号が終了 

しましたので，１５番委員に入室，着席していただきます。 

（１５番委員入室） 

会 長  審議済みの３議案を除く，議案第１５３号から２０４号までの４９議案につ 

いて，事務局の説明を願います。 

事務局  議案第１５３号は，平石地区の計画です。現在の耕作者が，経営規模を縮小す 

るため，耕作者を変更するものです。 

 議案第１５４号から議案第１５８号は，瑞穂野地区の計画です。議案第１５４ 

号，議案第１５５号は，お互いの作業効率を上げるため，耕作者を交換するもの 

です。 

議案第１５６号及び議案第１５７号は，現在の耕作者が，経営規模を縮小する 

ため，耕作者を変更するものです。 

議案第１５８号は，現在の耕作者が，けがにより耕作が困難になったため，耕

作者を変更するものです。 

議案第１５９号は，横川地区の計画です。現在の耕作者は，耕作が不便になっ 

たため，耕作者を変更するものです。 

議案第１６０号及び議案第１６１号は，雀宮地区の計画です。議案第１６０号

は，現在の耕作者が，経営規模を縮小するため，耕作者を変更するものです。 

議案第１６１号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができな

くなったため，耕作者を変更するものです。 

議案１６３号から議案第１６６号は，議案第１４９号から議案第１５２号で，

ご説明いたしましたとおり，農地所有適格法人以外の法人が，借り受けるもので

す。 

議案第１６７号から１９ページ議案第１８８号は豊郷地区の計画です。これ

らは，海道地区土地改良事業により，耕作者の組み替えや契約を更新するもので   

す。２０ページをご覧ください。 

議案第１８９号から議案第１９２号，議案第１９５号及び議案第１９６号は 

上河内地区の計画です。 

議案第１８９号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができな
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くなったため，耕作者を変更するものです。 

議案第１９０号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができな

くなったため，耕作者を変更するものです。 

議案第１９１号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができ

  なくなったため，耕作者を変更するものです。 

議案第１９２号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができな

くなったため，耕作者を変更するものです。 

議案第１９５号及び議案第１９６号は，現在の耕作者が，経営規模の維持が困

難なため，耕作者を変更するものです。２１ページをお開きください。 

議案第１９７号から議案第２０４号は河内地区の計画です。議案第１９７号

から議案第２０１号は，現在の耕作者が，体調不良により農業を営むことができ

なくなったため，耕作者を変更するものです。 

議案第２０２号から議案第２０４号は，現在の耕作者が，体調不良により農業

を営むことができなくなったため，耕作者を変更するものです。 

これらの計画は，所有者，耕作者，土地の地番，面積台帳等と照合しましたと 

ころ，適正な計画であると調査しております。 

会 長  審議済みの３議案を除く，議案第１５３号から２０４号について，質疑願いま 

す。 

    （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。審議済みの３議案を除く，議案第１５３号 

から２０４号について，「計画を承認する」ことにご異議ありませんか。 

委 員   （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。２２ページをご覧ください。 

会 長  日程第９「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用 

集積計画（所有権移転）の決定について」，議案第２０５号から２１１号までの

７議案について，一括上程します。なお，議事参与の制限により，審議が終了す

るまで退出していただく案件がありますので，該当する議案を先に審議いたし

ます。議案第２０６号は，１７番委員が譲受人となっておりますので，１７番委

員の退出を願います。 

（１７番委員退出） 

会 長  それでは，議案第２０６号について，事務局の説明を願います。 

事務局  「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

（所有権移転）の決定」について，ご説明させていただきます。 

議案第２０６号を説明します。議案第２０６号の譲受人は，議席番号１７番委 

員でございまして，城山地区の計画です。譲受人が，経営規模拡大のため，譲渡

人の県公社から福岡町の畑 １筆５２９平方メートルを売買により取得するも
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のです。この計画は，農地中間管理機構である県公社が行う農地売買等事業であ

り，農用地の売渡申出書，農用地等買受申込書が提出されており，移転の土地，

契約の内容，譲渡の状況等調査いたしましたところ，いずれも適正な計画である

と調査しております。  

会 長  議案第２０６号について，質疑願います。 

     （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。議案第２０６号について，「計画について 

決定する」ことにご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。議案第２０６号が終了しましたの 

で，１７番委員に入室，着席していただきます。 

（１７番委員入室） 

会 長  審議済みの議案第２０６号を除く，２０５号から２１１号までの６議案につ 

いて，事務局の説明を願います。 

事務局  議案第２０５号は，瑞穂野地区の計画です。譲受人が，経営規模拡大のため， 

県公社から，下桑島町の田１筆及び東刑部町の田１筆計５，４４７平方メートル

を売買により取得するものです。 

議案第２０７号から議案第２１１号は河内地区の計画です。議案第２０７号 

は，譲受人が，経営規模拡大のため，県公社から，逆面町の田１筆１，０９７平

方メートルを売買により取得するものです。 

議案第２０８号は，譲受人が，経営規模拡大のため，県公社から，逆面町の田 

１筆２，１３７平方メートルを売買により取得するものです。 

議案第２０９号は，譲受人が，経営規模拡大のため，県公社から，白沢町の田 

１筆２，４２０平方メートルを売買により取得するものです。 

議案第２１０号は，譲受人が，経営規模拡大のため，県公社から，古田町の田 

１筆４，３４７平方メートルを売買により取得するものです。 

議案第２１１号は，譲受人の県公社が，譲渡人から，古田町の田１筆５，５１

８平方メートルを売買により取得するものです。これらの計画は，農地中間管理

機構である県公社が行う農地売買等事業であり，農用地の売渡申出書，農用地等

買受申込書が提出されており，移転の土地，契約の内容，譲渡の状況等調査いた

しましたところ，いずれも適正な計画であると調査しております。 

会 長  審議済みの議案第２０６号を除く，２０５号から２１１号について，質疑願い 

ます。 

     （意見等なし） 

会 長  質疑がないので，おはかりします。審議済みの議案第２０６号を除く，２０５ 

号から２１１号について，「計画について決定する」ことにご異議ありませんか。 
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委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。２３ページをお開きください。日 

程第１０「宇都宮農業振興地域整備計画の一部変更申請に係る意見について」，

こちらは，本日行う合同調査会の結果を踏まえて審議するため，先に報告事項に

入ります。２４ページをご覧ください。それでは，事務局より報告願います。 

[事務局より報告第１から報告第５まで一括で報告] 

会 長  それでは，一度，総会議事を中断して，合同調査会を行います。１０分間ほど 

休憩を入れた後で行いますので，よろしくお願いします。 

 （合同調査会終了後） 

会 長  それでは，総会を再開します。議案書の２３ページをお開きください。日程 

第１０「農業振興地域整備計画の一部変更申請に係る意見について」，先ほどの

合同調査会での意見を農業委員会の意見とすることでご異議ありませんか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ご異議がないので，そのように決定します。議案の審議は全て終了しましたが， 

皆様から何かございますか。 

     （意見等なし）        

会 長  事務局で何かありますか。 

事務局  （報告事項あり） 

会 長  すべての審議が終了しましたので，以上で第３１回定例総会を終了します。                        

（閉会 午後３時３０分） 


